
扇風機は、使用する前に羽根やガードがしっかり取り付けられているかの点検を

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
供
の
学
習
支
援
塾
「
土
曜
ス
ク
ー
ル
・
み
の
り
」
の
受
講
生
を
募
集
中
。
詳
細
は
母
子
福
祉
連
合
会
（
子
育
て
助
成
課
内　

25
・
９
１
０
７
）
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児
童
扶
養
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

必
要
書
類
の
提
出
を

①
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

②
障
害
児
福
祉
手
当
の
現
況
届
、
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況
届

　

各
手
当
の
現
況
届
や
所
得
状
況
届

は
毎
年
、
提
出
が
必
要
で
す
。

受
付
期
間
・
場
所　

①
８
月
１
日
㈪

〜
31
日
㈬
・
子
育
て
助
成
課
（
第
二

庁
舎
５
階
）
、
各
支
所　

②
８
月
12

日
㈮
〜
９
月
９
日
㈮
・
障
害
福
祉
課

（
第
二
庁
舎
２
階
）
、
各
支
所

※
①
８
月
１
日
㈪
〜
５
日
㈮
、
②
８

　

月
12
日
㈮
〜
18
日
㈭
は
、
各
支
所

　

を
除
き
専
用
窓
口
を
設
置
。

※
８
月
13
日
㈯
・
14
日
㈰
は
子
育
て

　

助
成
課
の
み
、
午
前
10
時
〜
午
後

　

４
時
。

受
付
期
間
に
提
出
が
な
い
場
合
、

８
月
分
か
ら
の
手
当
は
差
止
め
。
既

に
受
給
資
格
が
な
い
場
合
は
資
格
喪

失
の
届
出
が
必
要

①
子
育
て
助
成
課
（

25
・
６
４

４
６
）
、
②
障
害
福
祉
課
（

25
・

６
４
７
６
）

学
習
ス
ペ
ー
ス
を
開
放

７
月
25
日
㈪
〜
８
月
18
日
㈭　

午

前
９
時
〜
午
後
５
時　

子
ど
も
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
10
の
11
）

同
セ
ン
タ
ー

26
・
５
５
０
０

産
後
の
お
母
さ
ん
の
た
め
の

健
康
講
座

バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
運
動
療
法
ほ

か　

８
月
23
日
㈫　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分　

子
ど
も
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
10

の
11
）　

産
後
２
〜
９
か
月
の
初

産
の
母
子　

15
組

８
月
17
日
㈬
ま
で
に
子
ど
も
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー

26
・
５
５
０
０

環
境
学
習
バ
ス
ツ
ア
ー

特
定
外
来
生
物
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ

の
捕
獲
・
試
食
ほ

か

８
月
５
日
㈮
・
12
日
㈮　

午
前
９
時
30
分
か

ら

集
合
場
所　

総
合
庁
舎
前

小
学
３
〜
６
年
生
と
保
護
者

各
25
人

７
月
20
日
㈬
か
ら
環
境
政
策
課

25
・
５
３
５
０

伊
ノ
沢
市
民
ス
キ
ー
場

夏
の
野
外
体
験

ス
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ン
、
七
夕
飾

り
、
水
遊
び
（
水
鉄
砲
）
ほ

か

＝
８
月

５
日
㈮　

午
後
１
時
〜
４
時　

工

作
体
験
＝
８
月
５
日
㈮　

午
後
１
時

30
分
〜
３
時　

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ

イ
ダ
ー
、
ミ
ニ
プ
ー
ル
、
ス
ラ
ッ
ク

ラ
イ
ン
ほ

か

＝
８
月
６
日
㈯　

午
前
10

時
〜
午
後
４
時
、
８
月
７
日
㈰　

午

前
10
時
〜
午
後
３
時　

バ
タ
ー
作

り
体
験
＝
８
月
６
日
㈯　

午
後
１
時

45
分
〜
２
時
45
分　

火
育
体
験
＝

８
月
６
日
㈯
・
７
日
㈰　

午
前
10
時

30
分
〜
12
時

伊
ノ
沢
市
民
ス
キ
ー
場
（
神
居
７

の
18
）　

幼
児
と
保
護
者
、
小
学

生　

バ
タ
ー
作
り
体
験
20
人

ス
ポ
ー
ツ
課

23
・
１
９
４
４

「
あ
さ
ひ
か
わ
産
品
」

体
験
ツ
ア
ー

工
場
見
学
、
も
の
づ
く
り
体
験

８
月
８
日
㈪　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
30
分

集
合
場
所　

総
合
庁
舎
前

小
学
３
年
生
〜
中
学
生
と
保
護
者

（
子
供
の
み
の
参
加
も
可
）

20
人
（
抽
選
）

見
学
先　

旭
川
機
械
工
業
（
機
械
製

造
）
、
ケ
ン
リ
ツ
（
金
属
加
工
）
、

杏
和
建
具
（
家
具
・
建
具
製
造
）

昨
年
８
月
と
今
年
１
月
開
催
の
同

催
し
に
参
加
し
て
い
な
い
方
を
優
先

７
月
26
日
㈫
ま
で
に
、
住
所
・
氏

名
・
年
齢
（
学
年
）
・
電
話
番
号
を

記
入
し
、
は
が
き
で
、
産
業
振
興
課

（
〒
０
７
８

８
８
０
１　

緑
が
丘

東
１
の
３　

リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
内

65
・
７
０
４
７
）

こ
ど
も
歯
み
が
き
教
室

講
話
、
個
別
歯
磨
き
指
導

７
月
29
日
㈮　

午
前
10
時
か

ら

健
康
相
談
室
（
第
二
庁
舎
３
階
）

３
歳
以
下
の
乳
幼
児
と
保
護
者

６
組

健
康
推
進
課

25
・
６
３
１
５

離
乳
食
教
室（
後
期
）

８
月
22
日
㈪

午
後
１
時
15
分
〜
３
時
30
分

問
診
指
導
室
（
第
二
庁
舎
３
階
）

８
か
月
〜
１
歳
児
の
保
護
者

40
人

保
健
指
導
課

23
・
７
８
１
６

無
料
法
律
相
談
会

養
育
費
の
取
決
め
や
各
種
債
務
の

返
済
等
に
関
す
る
相
談
を
受
付
け　

７
月
25
日
㈪　

午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
（
１
人
30
分
）　

と
き
わ
市
民
ホ
ー
ル
（
５
の
４
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
親
・
母
親
ほ

か

４
人

託
児
あ
り
。
申
込
み
が
必
要

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー

21
・
７
１
８
１

子
育
て
相
談（
予
約
制
）

身
体
測
定
、
育
児
・
栄
養
・
歯
科

相
談
（
当
日
の
朝
、
必
ず
体
温
を
測

っ
て
き
て
く
だ
さ
い
）

①
８
月
２
日
㈫
＝
東
地
区
体
育

セ
ン
タ
ー
（
豊
岡
２
の
５
）　

②
８

月
15
日
㈪
＝
永
山
公
民
館
（
永
山
３

の
19
）　

③
８
月
23
日
㈫
＝
第
二
庁

舎
３
階　

④
８
月
29
日
㈪
＝
神
楽
岡

地
区
セ
ン
タ
ー
（
神
楽
岡
12
の
２
）

受
付
時
間　

①
④
午
前
９
時
30
分
〜

11
時　

②
午
前
９
時
40
分
〜
10
時
50

分　

③
午
前
９
時
〜
11
時

０
歳
〜
就
学
前
の
子

７
月
20
日
㈬
の
午
前
８
時
45
分
か

ら
母
子
保
健
課

26
・
２
３
９
５

体
験
学
習
教
室

ホ
タ
ル
の
生
態
学
習
と
観
賞
会

８
月
６
日
㈯　

午
後
７
時
〜
８
時

30
分　

西
神
楽
パ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

（
西
神
楽
南
１
の
１
）　

幼
児
、

小
・
中
学
生
と
保
護
者　

30
人

７
月
21
日
㈭
〜
８
月
４
日
㈭
に
西

神
楽
パ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

75
・
３
６

６
９

カ
ム
イ
の
杜も

り

公
園

体
験
学
習
教
室
〜
写
生
会

８
月
７
日
㈰　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

カ
ム
イ
の
杜
公
園
（
神
居
町
富
沢
）

小
学
生
と
保
護
者　

15
組

７
月
21
日
㈭
〜
８
月
６
日
㈯
に
カ

ム
イ
の
杜
公
園

63
・
４
０
４
５
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子
供
テ
ニ
ス
教
室

７
月
26
日
㈫
、
８
月
２
日
㈫
・

９
日
㈫
（
全
３
回
）　

午
前
10
時
〜
10
時
45
分
＝
幼
児（
４

歳
〜
就
学
前
の
子
）　

午
前
11
時
〜
11
時
50
分
＝
小
学
１

〜
３
年
生

忠
和
公
園
体
育
館
（
神
居
町
忠
和
）

各
12
人　

各
６
０
０
円

７
月
20
日
㈬
か
ら
忠
和
公
園
体
育

館

69
・
２
３
４
５

　
　

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

　
７
月
19
日
〜
８
月
１
日
は

　
介
護
保
険
料
「
普
通
徴
収
」
の

　
方
の
第
１
期
の
納
期
で
す

　

７
月
中
旬
に
、
65
歳
以
上
の
方
へ

今
年
度
の
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
料
の
減
免
と
支
払
い
の
猶
予

　

災
害
や
失
業
、
長
期
入
院
、
そ
の

他
特
別
な
事
情
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の
減

免
や
支
払
猶
予
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

申
請
先　

介
護
高
齢
課
（
総
合
庁
舎

２
階
）

介
護
高
齢
課

25
・
５
３
５
６

　
　

介
護
保
険
負
担
限
度
額

　
　

認
定
証
に
つ
い
て

　

右
下
の
表
の
利
用
者
負
担
段
階
に

該
当
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り
、
介

護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
こ
の
認
定
証
を
介
護
保

険
施
設
（
短
期
入
所
を
含
む
）
に
提

示
す
る
と
、
食
費
と
居
住
費
（
滞
在

費
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
28
年
８
月
か
ら
段
階
判
定
収

　

入
要
件
に
非
課
税
年
金
が
加
わ
り

　

ま
す
。

　

今
年
度
（
平
成
28
年
８
月
１
日
〜

来
年
７
月
31
日
）
の
認
定
証
を
希
望

す
る
方
は
、
８
月
31
日
㈬
ま
で
に
申

請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
申
請
に
は

本
人
と
配
偶
者
の
印
鑑
や
預
貯
金
通

帳
の
写
し
等
が
必
要
で
す
。

申
請
先　

介
護
高
齢
課
（
総
合
庁
舎

２
階
）
、
各
支
所

介
護
高
齢
課

25
・
６
４
８
５

　
　

介
護
保
険
の
負
担
割
合
を

　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
に
支
払
う
負
担
割
合
（
１
割

ま
た
は
２
割
）
を
示
す
介
護
保
険
負

担
割
合
証
を
発
送
し
ま
す
。
負
担
割

合
は
、
合
計
所
得
金
額
と
世
帯
の
年

金
収
入
や
、
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
に
よ
り
自
動
判
定
さ
れ
ま
す
。

送
付
時
期　

７
月
下
旬

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
申
請
中
の
方

介
護
高
齢
課

25
・
６
４
８
５

　
　

70
〜
74
歳
の
国
保
被
保
険

　
　

者
に
高
齢
受
給
者
証
を

　
　

送
付
し
ま
す

　

70
〜
74
歳
の
国
保
被
保
険
者
が
８

月
以
降
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際

の
一
部
負
担
金
の
割
合
を
記
載
し
た

高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
。
負
担
割
合
が
３
割
と
判
定

さ
れ
た
方
で
も
、
収
入
金
額
が
基
準

以
下
で
あ
れ
ば
、
申
請
に
よ
り
負
担

割
合
が
変
更
に
な
り
ま
す
。
該
当
す

る
方
に
は
、
事
前
に
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　
　
　

25
・
６
２
４
７

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
医
療

健
診
と
が
ん
検
診
を
併
せ
た
セ

ッ
ト
型
健
診

８
月
17
日
㈬
＝
北
星
地
区
セ

ン
タ
ー
（
旭
町
２
の
８
）　

８
月
23
日
㈫
・
24
日
㈬
＝
永
山
住

民
セ
ン
タ
ー
（
永
山
７
の
４
）

申
込
先　

実
施
日
の
１
週
間
前
ま
で

に
旭
川
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

53
・

７
１
１
１

協
会
け
ん
ぽ
等
の
他
保
険
の
家
族

（
被
扶
養
者
）
も
利
用
可

国
民
健
康
保
険
課

25
・
６
２
４

７
（
後
期
高
齢
者
医
療
健
診
は

25

・
８
５
３
６
）

　
　

65
歳
以
上
の
方
の

　
　

筋
肉
ち
ょ
き
ん
ク
ラ
ブ

介
護
予
防
の
た
め
の
運
動
ほ

か

左
の
表
の
と
お
り
（
各
12
回
）

時
間　

①
③
⑤
〜
⑦
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

②
④
⑧
午
前
10
時
〜
11
時
30
分　

※
申
込
み
は
午
前
８
時
45
分
か
ら
。

12
月
開
始
の
教
室
も
あ
り

介
護
高
齢
課

25
・
５
２
７
３

主
な
施
設

催　

し

子
供
・
子
育
て

福
祉
・
保
険

保
健
所

環　

境

募　

集

税
・
手
続
き

そ
の
他

利用者負担限度額（日額）

300円
820円 820円
490円 490円
320円 490円
０円 ０円

ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室
ユニット型個室
ユニット型準個室
従来型個室
多床室

第１段階　生活保護受給者、世帯全員及び配偶
者が市民税非課税で、預貯金等が基準額以下の
老齢福祉年金受給者

390円
820円 820円
490円 490円
420円 490円
370円 370円

第２段階　世帯全員及び配偶者が市民税非課税
で、預貯金等が基準額以下で合計所得金額と課
税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間
80万円以下の方

650円
1,310円 1,310円
1,310円 1,310円
820円 1,310円
370円 370円

第３段階　世帯全員及び配偶者が市民税非課税
で、預貯金等が基準額以下で合計所得金額と課
税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間
80万円超の方
施設①＝特別養護老人ホーム（地域密着型特養を含む）・短期入所生活介護
施設②＝介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護
※預貯金等が基準額以下＝単身：1,000万円以下、夫婦：2,000万円以下

利用者負担段階 食費 居住費 施設① 施設②

９月１日～12月１日の木曜日

９月２日～11月18日の金曜日

９月１日～12月１日の木曜日

９月９日～11月25日の金曜日

９月２日～11月18日の金曜日

９月２日～11月18日の金曜日

９月５日～12月５日の月曜日

９月６日～11月22日の火曜日

①東部老人福祉センター（東旭川南１の６）

③東地区体育センター（豊岡２の５）

④神楽岡八区会館（神楽岡５の４）

⑤あつま～る（末広東２の９）

⑥東部住民センター（東光５の２）

⑧春光６区団地集会所（春光１の７）

②永山３区会館（永山３の15）

⑦新旭川地区センター（東６の４）

場　所

30人

40人

30人

30人

40人

40人

25人

30人

定員 時　期
７
月
　日
㈮
か
ら
７
月
　
日
㈪
か
ら

申込

22

25



墓地の供物はヒグマを呼び寄せ、地域住民を危険にさらすおそれがあるので必ず持ち帰りましょう

ご
み
の
減
量
や
ご
み
出
し
マ
ナ
ー
の
向
上
な
ど
を
目
的
に
、
市
と
協
働
で
活
動
す
る
ご
み
適
正
排
出
協
力
員
を
募
集
中
。
詳
細
は
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
（

36
・
２
２
１
３
）
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介
護
保
険
高
額
サ
ー
ビ
ス

　
　

費
の
払
い
戻
し

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
１

か
月
分
の
本
人
負
担
額
（
食
費
・
居

住
費
等
を
除
く
）
が
、
左
の
表
の
限

度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
一
度
申
請

を
す
る
と
、
超
え
た
金
額
が
高
額
サ

ー
ビ
ス
費
と
し
て
約
３
か
月
後
に
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。

高
額
サ
ー
ビ
ス
費
を
貸
付
け

　

高
額
サ
ー
ビ
ス
費
が
払
い
戻
さ
れ

る
ま
で
、
無
利
子
で
貸
付
け
を
行
い

ま
す
。
貸
付
額
は
、
高
額
サ
ー
ビ
ス

費
の
支
給
見
込
額
の
９
割
（
千
円
未

満
切
捨
て
）
で
、
１
万
円
以
上
が
対

象
で
す
。

介
護
高
齢
課

25
・
６
４
８
５

医
療
受
給
者
証
の
更
新

　

「
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
」
、

「
特
定
疾
患
」
、
「
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
進
行
防
止
対
策
・
橋
本
病
重
症
患

者
対
策
」
、
「
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
進

行
防
止
対
策
・
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
」
、

「
ス
モ
ン
」
の
医
療
受
給
者
証
の
有

効
期
限
が
平
成
28
年
９
月
30
日
㈮
の

方
は
、
期
限
ま
で
に
更
新
手
続
き
が

必
要
で
す
。

健
康
推
進
課

25
・
６
３
１
５

胃
が
ん
・
肺
が
ん
巡
回
検
診

下
の
表
の
と
お
り

申
込
み
不
要
。
持
ち
物
や
検
診
料

等
は
、
問
い
合
わ
せ
を

※
旭
川
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
（
末
広

　

東
２
の
６　

53
・
７
１
１
１
）

　

で
も
受
診
可
。
希
望
者
は
同
セ
ン

　

タ
ー
に
申
込
み
を
。

健
康
推
進
課

25
・
６
３
１
５

　
　

８
０
２
０
高
齢
者
の

　
　

歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

　

80
歳
以
上
（
昭
和
11
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で
自
分
の
歯

が
20
本
以
上
あ
る
方
の
中
で
、
特
に

歯
が
健
康
な
方
を
表
彰
し
ま
す
。

応
募
方
法　

７
月
29
日
㈮
ま
で
に
、

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番

号
を
は
が
き
に
記
入
し
、
上
川
中
部

地
域
歯
科
保
健
推
進
協
議
会
（
〒
０

７
０

８
５
２
５　

７
の
10　

第
二

庁
舎
３
階
）

同
協
議
会
（
健
康
推
進
課
内　

25
・
６
３
１
５
）

食
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

地
域
に
出
向
い
て
講
座
の
講
師
・

助
手
ま
た
は
見
学
の
受
入
れ
等
、
無

償
で
活
動
で
き
る
方
を
募
集

応
募
資
格　

市
内
に
住
ん
で
い
る
、

ま
た
は
通
勤
し
て
い
て
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
方　

栄
養
士
や

調
理
師
、
農
業
者
、
食
品
流
通
・
加

工
に
携
わ
る
方
な
ど
で
、
専
門
的
な

知
識
や
経
験
が
あ
る　

学
校
等
へ

の
登
録
名
簿
の
配
布
に
同
意
で
き
る

保
健
指
導
課

23
・
７
８
１
６

食
生
活
改
善
地
域
講
習
会

　

食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ
る
調
理

実
習
や
軽
運
動
の
他
、
栄
養
士
の
講

話
も
行
う
講
習
会
を
、
市
内
各
地
で

今
年
度
中
に
40
回
開
催
し
ま
す
。
日

程
や
会
場
等
は

か
電
話
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

各
回
２
０
０
円

保
健
指
導
課

23
・
７
８
１
６

　
　

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

　
　

出
前
講
座

　

市
内
企
業
等
を
対
象
に
、
保
健
師

が
出
向
い
て
、
う
つ
病
予
防
の
た
め

の
ス
ト
レ
ス
対
処
法
や
周
囲
の
サ
ポ

ー
ト
方
法
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

健
康
推
進
課

25
・
６
３
６
４

生
ご
み
堆
肥
化
容
器
の

購
入
費
を
助
成

　

助
成
を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
購

入
前
に
環
境
政
策
課
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
他
人
名
義
で
の
申

請
や
、
申
請
者
の
世
帯
以
外
で
の
使

用
や
譲
渡
を
目
的
と
し
た
申
請
、
今

年
度
に
助
成
を
受
け
た
世
帯
の
申
請

は
で
き
ま
せ
ん
。

助
成
額　

購
入
価
格
（
税
込
み
）
の

半
額
相
当
（
限
度
額
１
千
５
０
０
円
）

助
成
数　

45
個
（
１
世
帯
１
個
）

申
請
方
法　

７
月
20
日
㈬
〜
９
月
９

日
㈮
に
印
鑑
（
ゴ
ム
印
は
不
可
）
を

持
参
し
、
環
境
政
策
課
（
総
合
庁
舎

８
階
）
。
郵
送
で
の
申
請
を
希
望
す

る
場
合
は
、
電
話
で
同
課　

環
境
政
策
課

25
・
６
３
２
４

区 　分

生活保護受給者等

世帯全員が
市民税非課
税の世帯

②

③

①
●老齢福祉年金受給者
●合計所得金額と課税
年金収入額の合計が年
間80万円以下の方等

市民税課税
世帯

④

⑤

②以外の方
一般（⑤以外の方）
現役並み所得のある方
※同一世帯の第１号被
　保険者に、課税所得
　145万円以上の方が
　いる場合

自己負担
上限額
15,000円

15,000円

24,600円
37,200円

44,400円

８月１日㈪　 午前９時～10時 旭川点字図書館（７の14）
実施日 受付時間 会　場

８月４日㈭　 午前８時～10時
８月９日㈫　 午前９時～10時

大町北鎮会館（大町２の10）

８月10日㈬　 午前８時～10時
８月10日㈬　 午前８時～10時
８月17日㈬　 午前９時～10時
８月17日㈬※ 午前９時～10時
８月18日㈭　 午前９時～10時

さくらおか幼稚園（旭町１の16）

北星公民館（北門町８）
昭徳寺（旭町２の13）

午前９時～10時

東神楽農協旭川支店（南２の21）
啓明地区センター（南５の25）

８月19日㈮　 午前９時～10時 中央公民館（５の20）

愛宕団地集会所（豊岡15の６）

旭神みどり野会館（旭神２の４）

８月22日㈪　
８月22日㈪　

午前９時～10時
午前９時～10時

愛宕公民館（豊岡７の９）

８月22日㈪　 午前８時30分～10時

ニュー金の湯（南１の26）

市職員会館（９の９）
北星地区センター（旭町２の８）

８月25日㈭　 午前８時30分～10時
８月26日㈮　 午前８時30分～10時
８月29日㈪　 午前９時～10時

叡福寺（３の16）

永山住民センター（永山７の４）

８月30日㈫　

※印の日は国保特定健診も受診可。事前に申込みが必要

午前９時～10時

８月18日㈭　
23日㈫※

　　24日㈬※
午前９時～10時

愛宕小学校（豊岡８の６）

第２豊岡団地集会所（豊岡５の１）
愛宕共生町内会館（豊岡11の５）

８月30日㈫　 午前８時30分～10時
８月31日㈬　
９月２日㈮※
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